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平成２９年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成２９年度亀岡市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

６３８，３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ３４，９７５，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

平成２９年１２月４日提出 

 

亀岡市長 桂 川 孝 裕 



第１ 補

０５５ ９６，０００ ４

正

，３６７，０５５

(

３ 軽自動車

2

税 ２２９，７７６ １，

)

４１８ ２３１，１９４

１

７ 都市

　

計画税 ２０８，５５７

歳

２，０００ ２１０，５

　

５７

分

入

担金及び負担
１３ ５５

表

３，２９６ ７ ５５３，３０３
金

２ 負担金 ５５２，１４５ ７ ５５２，１５２

使用料及び手数
１４ ６８１，２０３ １，１７０ ６８２，３

款

７３
料

項

１ 使用

　

補

料 ３２９，５０４ １，

正

１７０ ３３０，６７４

前

１５ 国

の

庫支出金 ４，８２４，

額

１７１ １５６，８３３

補

４，９８１，００４

　

１ 国庫負

正

担金 ３，７６７，９０

　

５ １３９，７４２ ３，

額

９０７，６４７

歳

計

２ 国庫補助金

千

１，０３２，５３０ １

円

７，０９１ １，０４９

千

，６２１

円

１６ 府支出金 ２，８

千

１７，５５７ １０８，

円

０５６ ２，９２５，６１３

１ 府負担金 １，４５８，６６８ ６７，３０４ １

入

，５２５，９７２

２ 府補助金 １，１３２，６２２ ２４，６０６ １，１５７

１

，２２８

市

３ 府委託金 ２２６，

税

２６７ １６，１４６ ２

９

４２，４１３

，

１８ 寄附金 １３

６

５，８００ １００，０

歳

９

００ ２３５，８００

８

１ 寄附金

，

１３５，８００ １００

２

，０００ ２３５，８０

１

０

１９

０

繰入金 １，３２４，３

９

１６ ５０，０００ １，

９

３７４，３１６

，

２ 基金繰入金

４

１，２７６，７３０ ５

出

１

０，０００ １，３２６

８

，７３０

９

２０ 繰越金 ３１５，

，

６７７ １１５，３５３

７

４３１，０３０

９

１ 繰越金 ３１

７

５，６７７ １１５，３

，

５３ ４３１，０３０

６

２１ 諸収

２

入 ３３６，４１０ ３，

予

８

８６３ ３４０，２７３

６ 雑入 ２８８，６４８ ３，８６３ ２９２，５１１

２２ 市債 ４，５５５，０００ ３，６００ ４，５５８，６００

(3)

２

款 項 補正前

固

の額 補　正　額 計

千円

算

定

千円 千円

資

１ 市債 ４，５５５，

産

０００ ３，６００ ４，

税

５５８，６００

４ 歳　　入　　， 合　　計 ３４，３３６２ ，７００ ６３８，３０７ ０ ３４，９７５，００１ ０，



(4

３

０００ ７，７３５ ８，

，

７３５

０

公共土木施設災
２ ０ ７

０

，７３５ ７，７３５
害

９

復旧費

，

歳　　

７

出　　合　　計 ３４，

１

３３６，７００ ６３８

６

，３００ ３４，９７５，０００

戸籍住民基本台
３ １３７，９１０ １，２９０ １３９，２００

帳費

４

款

選挙費 ４１，００１ １

項

５，０００ ５６，００

補

１

７ 環

正

境交通対策費 ３２４，

)

前

７７５ ４，７５３ ３２

の

９，５２８

額

３ 民生費 １２，８

補

９２，１３１ ３５９，

　

４６１ １３，２５１，

正

５９２

　

１ 社会福祉費 ６，５２

額

８，６８７ １９９，６

計

２４ ６，７２８，３１

千

１

２ 児

２

円

童福祉費 ４，８８５，

千

８３８ １３５，８３７

円

５，０２１，６７５

千

４ 災害救

円

助費 ５，００２ ２４，０００ ２９，００２

４ 衛生費 ２，６４７，４６６ ４，９６０ ２，６５２，４２６

　

１ 保健衛生費 １，３９８，５８３ １，８６０

２

１，４００，４４３

総

２ 清掃費

務

１，２４８，８８３ ３

費

，１００ １，２５１，

３

９８３

，

６ 農林水産業費 １，３

７

１１，３８４ １１，８

３

０１ １，３２３，１８

歳

２

５

１ 農

，

業費 １，０２９，９５

２

２ １，２４１ １，０３

０

１，１９３

９

２ 農地費 １７０，

１

９５１ ４，９６０ １７

９

５，９１１

５

３ 林業費 １０８，

，

３１４ ５，６００ １１

５

３，９１４

　

８

７ 商工費 ３８６，

３

６１６ ２，０００ ３８

３

８，６１６

，

１ 商工費 ３８６，

９

６１６ ２，０００ ３８

２

８，６１６

７

８ 土木費 ５，３９

，

９，９８９ ３３，３５

７

３ ５，４３３，３４２

９

２ 道路

出

２

橋梁費 ７８３，９７３ １７，９０６ ８０１，８７９

４ 都市計画費 ４，３１２，５９７ ４，４４７ ４，３１７，０４４

５ 住宅費 ２１６，８２０ １１，

１

０００ ２２７，８２０

総

１０ 教

務

育費 ２，３１５，０４

管

８ ２３，４０７ ２，３

理

３８，４５５

費

２ 小学校費 ６９

２

０，７４６ １５，６８

，

１ ７０６，４２７

(

８

5)

３

款 項 補正前の額 補　正

５

　額 計

千円 千円 千円

，

３ 中学校

１

費 ２８０，７５５ ７，

７

１００ ２８７，８５５

６ ４ 幼稚１ 園費 １６９，０３４ ９７ ，９６７ １７９，００４ １

５ 社

，

会教育費 ６８４，２０

５

３ △９，３４１ ６７４

４

，８６２

０

１１ 災害復旧費 １，



第２表 債務負担行為補正 

 

追 加 

 

事  項 期  間 限 度 額 

選 挙 業 務 委 託 経 費 
平成 29 年度から 

平成 30 年度まで 

千円 

 

１，８００ 

塵 芥 処 理 事 務 経 費 
平成 29 年度から 

平成 30 年度まで 

千円 

 

３，７００ 

塵 芥 処 理 施 設 管 理 

業 務 委 託 経 費 

平成 29 年度から 

平成 30 年度まで 

千円 

 

２９，１３０ 

粗 大 ご み 運 搬 等 

業 務 委 託 経 費 

平成 29 年度から 

平成 30 年度まで 

千円 

 

５０，５０９ 

し 尿 収 集 運 搬 

業 務 委 託 等 経 費 

平成 29 年度から 

平成 30 年度まで 

千円 

 

４８，７００ 

気 象 情 報 シ ス テ ム 雨 量 計 

更 改 業 務 委 託 経 費 

平成 29 年度から 

平成 30 年度まで 

千円 

 

６，２７０ 

 



第３表 地方債補正 
 

１ 追 加 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 

現 年 発 生 公 共 土 木 

施 設 災 害 復 旧 事 業 

千円    

2,600  ５％以内  
（ただし、発行価格が額面
金額を下まわるときは、そ
の発行価格差減額をうめ
るため必要な金額をこれ
に加算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる短期債

を起こすことができ
る。 

（ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金等につ
いて、利率見直しを行った後
においては、当該見直し後の
利率） 

政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合にはその債権者と
協定するものによる。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換
えすることができる。 

      計 2,600 
   

 

２ 変 更 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 

児童福祉施設整備事業 

千円    千円    

95,900 
 ５％ 

以内 

 
96,900  

 

５％ 
以内 

 
 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

計 4,555,000    4,556,000    

 


